
市第 37 号 

 

市第37号議案 

   精神障害者生活支援センターの指定管理者の指定 

 次のように精神障害者生活支援センターの指定管理者を指定する

。 

   令和２年９月３日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

  名  称   
     指  定  管  理  者     

 指 定 の 期 間  

 所  在  地      名    称     

横浜市神奈川区 

精神障害者生活 

支援センター  

港北区鳥山町1,  

735番地        

 

公益財団法人横浜市総合保健  

医療財団          

 理事長 水 野 恭 一  

令和３年４月１日か 

ら令和13年３月31日 

まで        

横浜市港南区精 

神障害者生活支 

援センター  

神奈川区西神奈 

川一丁目９番地 

の１      

社会福祉法人青い鳥   

 理事長 飯 田 美 紀  

 

 

    同     

横浜市保土ケ谷 

区精神障害者生 

活支援センター 

泉区下飯田町35  

5番地  

 

社会福祉法人横浜市社会亊業  

協会         

 理事長 佐々木 寛 志  

 

    同     

横浜市磯子区精 

神障害者生活支 

援センター   

港北区鳥山町1,  

735番地        

 

公益財団法人横浜市総合保健  

医療財団          

 理事長 水 野 恭 一  

 

    同     

横浜市緑区精神 

障害者生活支援 

センター  

神奈川区神大寺 

三丁目１番12号  

 

公益財団法人紫雲会    

 理事長 須 藤 武 彦  

 

 

    同     

横浜市栄区精神 

障害者生活支援 

センター  

中区千歳町１番 

地の10    

 

社会福祉法人恵友会   

 理事長 坂 口 育 子  

 

 

    同     

 

   提 案 理 由 

 横浜市神奈川区精神障害者生活支援センター等の指定管理者を指

定したいので、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により提案す
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る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参  考  

地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

 （ 公 の 施 設 の 設 置 、 管 理 及 び 廃 止 ） 

第 244 条 の ２  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

６  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し よ う と す る と き は

、 あ ら か じ め 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば

な ら な い 。 

（ 第 ７ 項 か ら 第 11 項 ま で 省 略 ） 
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